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高
齢
者
い
き
い
き
ポ
イ
ン
ト

登
録
者
を
募
集

市
は
、
福
祉
施
設
な
ど
で
活
動
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
登
録
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

登
録
す
る
と
、
活
動
実
績
に
応
じ
て

ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
ま
す
。
た
ま
っ

た
ポ
イ
ン
ト
は
、
年
間
５
千
円
を
上

限
に
換
金
で
き
ま
す
。
特
技
・
経
験

を
生
か
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
生

き
が
い
づ
く
り
し
ま
せ
ん
か
。

対
象
＝
市
内
に
在
住
す
る
６０
歳
以
上

の
人
。
要
介
護
認
定
な
ど
を
受
け
て

い
る
人
を
除
き
ま
す

内
容
＝
市
内
の
介
護
保
険
施
設
・
障

が
い
児
（
者
）
施
設
・
子
育
て
支
援

施
設
な
ど
で
の
行
事
の
手
伝
い
、
利

用
者
の
話
し
相
手
、
子
ど
も
の
遊
び

相
手
、趣
味
・
特
技
の
披
露
な
ど
（
１

回
１
～
２
時
間
程
度
）

■
希
望
者
は
講
習
会
の
受
講
を

登
録
に
は
、
講
習
会
の
受
講
が
必
要

で
す
。

日
に
ち
＝
７
月
３
日
㈫

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

場
所
＝
市
役
所
３
階
３
０
５
会
議
室

内
容
＝
活
動
の
進
め
方
、
認
知
症
高

齢
者
・
障
が
い
の
あ
る
人
・
子
ど
も

へ
の
接
し
方
、
個
人
情
報
の
保
護
に

つ
い
て
な
ど

申
込
方
法
＝
来
庁
・
電
話
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
高
齢
介
護
課（
☎

６４
・
１
３
７
３
）

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
（
２３

価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
）
は
、
国
が

定
め
る
定
期
接
種
で
す
。
対
象
と
な

る
人
は
、
接
種
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

■
定
期
接
種

対
象
＝
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

２３
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し

た
こ
と
が
な
い
次
の
人

▼
６５
歳
（
昭
和
２８
年
４
月
２
日
生
～

同
２９
年
４
月
１
日
生
）

▼
７０
歳
（
昭
和
２３
年
４
月
２
日
生
～

同
２４
年
４
月
１
日
生
）

▼
７５
歳
（
昭
和
１８
年
４
月
２
日
生
～

同
１９
年
４
月
１
日
生
）

▼
８０
歳
（
昭
和
１３
年
４
月
２
日
生
～

同
１４
年
４
月
１
日
生
）

▼
８５
歳
（
昭
和
８
年
４
月
２
日
生
～

同
９
年
４
月
１
日
生
）

▼
９０
歳
（
昭
和
３
年
４
月
２
日
生
～

同
４
年
４
月
１
日
生
）

▼
９５
歳
（
大
正
１２
年
４
月
２
日
生
～

同
１３
年
４
月
１
日
生
）

▼
１
０
０
歳
（
大
正
７
年
４
月
２
日

生
～
同
８
年
４
月
１
日
生
）

▼
接
種
日
現
在
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満

で
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器
の
機
能

ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
が
い
が
あ
る

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
相
当
）

接
種
回
数
＝
１
回

自
己
負
担
額
＝
２
千
５
０
０
円

次
に
該
当
す
る
人
は
、
申
請
す
る
と

無
料
で
接
種
で
き
ま
す
。

▼
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
世

帯
▼
生
活
保
護
の
受
給
者
▼
中
国
残

留
邦
人
等
支
援
給
付
金
の
受
給
者

接
種
方
法
＝
申
込
書
を
健
康
推
進
課

へ
提
出
し
、
交
付
さ
れ
た
予
診
票
を

医
療
機
関
に
持
参
し
て
接
種
し
て
く

だ
さ
い
。
申
込
書
は
健
康
推
進
課
・

市
内
医
療
機
関
に
あ
る
ほ
か
、
対
象

者
へ
５
月
末
頃
に
郵
送
し
て
い
ま

す
。

な
お
、
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
接

種
費
用
を
い
っ
た
ん
窓
口
で
全
額
支

払
っ
た
後
、
市
か
ら
還
付
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
期
限
＝
平
成
３１
年
３
月
２２
日
㈮

接
種
期
限
＝
平
成
３１
年
３
月
３１
日
㈰

■
定
期
接
種
対
象
外
の
人
は

定
期
接
種
の
対
象
外
で
接
種
を
希
望

す
る
人
は
、
次
の
助
成
制
度
を
利
用

で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
任
意
接
種
と
な
り
ま
す
の

で
、
副
反
応
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
に

予
防
接
種
法
に
基
づ
く
救
済
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
＝
接
種
日
現
在
、
本
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
７０
歳
以
上
の
人

助
成
額
＝
４
千
円
（
１
人
１
回
）

接
種
方
法
＝
健
康
推
進
課
か
市
内
医

療
機
関
に
あ
る
申
請
書
を
健
康
推
進

課
へ
提
出
し
、
交
付
さ
れ
た
助
成
券

を
医
療
機
関
に
持
参
し
て
接
種
し
て

く
だ
さ
い

市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
す
る
場
合

は
、
医
療
機
関
で
接
種
費
用
を
全
額

支
払
っ
た
後
、
領
収
書
原
本
・
接
種

を
証
明
す
る
も
の
（
接
種
済
証
な

ど
）・
印
鑑
・
振
込
先
が
分
か
る
も

の
を
持
参
し
、
還
付
の
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

健
康
推
進
課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

ひ
だ
ま
り
の
会

日
に
ち
＝
６
月
２６
日
㈫

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
３
時

場
所
＝
府
立
洛
南
寮

対
象
＝
市
内
に
在
住
す
る
高
齢
者

内
容
＝
ゲ
ー
ム
な
ど

申
込
方
法
＝
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

し
め
き
り
＝
６
月
２１
日
㈭

申
込
・
問
合
せ
先
＝
社
会
福
祉
協

議
会
（
☎
６８
・
５
０
０
５
、
℻
６５
・

３
８
８
３
）

オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
の
つ
ど
い

認
知
症
を
楽
し
く
理
解

オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
は
、
認
知
症
に
つ

い
て
正
し
く
理
解
し
、
偏
見
を
持
た

ず
に
認
知
症
の
人
や
家
族
を
温
か
い

目
で
見
守
る
応
援
者
「
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
」
の
し
る
し
で
す
。

サ
ポ
ー
タ
ー
の
人
も
こ
れ
か
ら
目
指

す
人
も
、
み
ん
な
で
楽
し
く
学
習
・

交
流
し
な
が
ら
「
認
知
症
に
な
っ
て

も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
京
田
辺
」
に

つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

日
に
ち
＝
７
月
２８
日
㈯

時
間
＝
午
後
１
時
～
３
時
３０
分

場
所
＝
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
に
在
住
・
通
勤
す
る
人

内
容
＝
認
知
症
の
人
や
家
族
に
優
し

い
ま
ち
に
つ
い
て
考
え
る

定
員
＝
先
着
５０
人

申
込
方
法
＝
７
月
１３
日
㈮
ま
で
に
電

話
・
来
所
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
あ
ん
あ
ん
市
役
所
（
☎

６３
・
１
２
６
８
、
℻
６３
・
５
７
７
７
）

認
知
症
家
族
交
流
会

認
知
症
高
齢
者
の
介
護
の
悩
み
を
相

談
し
た
い
、
話
を
聞
い
て
ほ
し
い
と

思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
不

安
や
苦
労
を
語
り
合
い
、
認
知
症
へ

の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

日
に
ち
＝
６
月
２９
日
㈮
・
８
月
１０
日

㈮
・
１０
月
１９
日
㈮
・
１２
月
２１
日
㈮
・

平
成
３１
年
２
月
１５
日
㈮

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
３
時
３０
分

場
所
＝
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
宝
生
苑

対
象
＝
市
内
に
在
住
し
、
認
知
症
の

人
を
介
護
す
る
家
族

定
員
＝
各
回
先
着
１５
人

申
込
方
法
＝
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
あ
ん
あ
ん
市
役
所
（
☎

６３
・
１
２
６
８
）

児
童
手
当
・
特
例
給
付

■
現
況
届
の
提
出
を

市
は
、
児
童
手
当
な
ど
を
受
給
し
て

い
る
人
に
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
」
を
郵
送
し
ま
す
。

同
届
は
、
毎
年
の
所
得
や
児
童
の
状

況
を
把
握
し
、
受
給
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

の
書
類
で
す
。
期
限
内
に
提
出
が
な

い
と
、
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
な

ど
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

し
め
き
り
＝
６
月
２９
日
㈮

■
２
～
５
月
分
を
振
り
込
み

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給
し
て

い
る
人
に
は
、
６
月
期
分
（
２
～
５

月
分
）
を
６
月
８
日
㈮
～
１５
日
㈮
に

振
り
込
み
ま
す
（
公
務
員
を
除
く
）。

【
提
出
・
問
合
せ
先
】

子
育
て
支
援
課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

高
校
生
給
付
型
奨
学
金
等
の

支
給
申
請
を
受
け
付
け

対
象
＝
府
内
に
在
住
し
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
高
校
生

▼
母
子
・
父
子
世
帯
（
２０
歳
以
上
６５

歳
未
満
の
同
居
者
が
い
る
世
帯
を
除

く
）

▼
児
童
世
帯

▼
障
が
い
者
世
帯

▼
長
期
療
養
者
世
帯

申
請
方
法
＝
７
月
２
日
㈪
ま
で
に
申

請
書
を
子
育
て
支
援
課
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い

問
合
せ
先
＝
▼
山
城
北
保
健
所
綴
喜

分
室
（
☎
６３
・
５
７
４
５
）
▼
子
育

て
支
援
課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

見
え
な
い
・
見
え
に
く
い
人
の

サ
テ
ラ
イ
ト
事
業

日
に
ち
＝
６
月
１３
日
㈬

時
間
・
内
容
＝
▼
午
前
１０
時
３０
分
～

正
午
…
個
別
相
談
・
訓
練
（
要
予
約
）

▼
午
後
１
時
～
３
時
…
サ
ロ
ン
「
点

字
入
門
」

場
所
＝
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

ふ
ら
っ
と

対
象
＝
見
え
な
い
・
見
え
に
く
い
こ

と
で
困
っ
て
い
る
人

申
込
方
法
＝
電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
京
都
ラ

イ
ト
ハ
ウ
ス
鳥
居
寮
（
☎

０
７
５
・
４
６
３
・
６
４
５
５
）

難
聴
の
子
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト

に
じ
っ
こ
・
城
陽

「
子
ど
も
の
耳
が
聞
こ
え
に
く
い
…
」

と
不
安
に
思
っ
て
い
る
パ
パ
や
マ

マ
、
聞
こ
え
に
く
い
子
ど
も
も
す
く

す
く
育
つ
「
に
じ
っ
こ
・
城
陽
」
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
。

日
に
ち
＝
６
月
９
日
㈯

時
間
＝
午
前
１１
時
～
午
後
２
時

場
所
＝
府
聴
覚
言
語
障
害
セ
ン
タ
ー

（
城
陽
市
）

対
象
＝
聞
こ
え
に
く
い
子
ど
も
と
家

族
・
子
ど
も
の
聞
こ
え
に
不
安
を
感

じ
て
い
る
家
族
な
ど

内
容
＝
友
達
を
作
っ
て
交
流
し
ま

し
ょ
う
。
弁
当
・
飲
み
物
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い

申
込
方
法
＝
℻
か
電
話
で
、
氏
名
・

住
所
・
連
絡
先
・
子
ど
も
の
年
齢
・

聞
こ
え
の
程
度
を
連
絡
し
て
く
だ
さ

い申
込
・
問
合
せ
先
＝
京
都
府
聴

覚
言
語
障
害
セ
ン
タ
ー
（
☎
３０
・

９
０
０
０
、
℻
５５
・
７
７
０
８
）

６
月
は
食
育
月
間

き
ち
ん
と
食
べ
て
健
康
に

内
閣
府
は
、
６
月
を
「
食
育
月
間
」、

毎
月
１９
日
を
「
食
育
の
日
」
と
し
て

い
ま
す
。

「
食
育
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験

を
通
じ
、
食
の
知
識
や
食
を
選
ぶ
力

を
習
得
し
、
健
全
な
食
生
活
を
実
践

で
き
る
人
間
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

子
ど
も
の
頃
か
ら
食
事
に
関
心
を
持

ち
楽
し
く
食
べ
る
こ
と
は
、
体
と
心

の
成
長
に
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け

で
な
く
、
将
来
の
健
全
で
豊
か
な
食

生
活
に
つ
な
が
り
ま
す
。

毎
日
を
い
き
い
き
と
過
ご
す
た
め

に
、
今
日
か
ら
食
生
活
を
見
直
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

■
健
康
へ
の
第
一
歩
は
食
事
か
ら

▼
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
を
取
る

▼
よ
く
か
ん
で
、
味
わ
っ
て
食
べ
る

▼
適
量
の
食
事
を
残
さ
ず
に
食
べ
る

▼
旬
の
食
材
を
使
っ
て
料
理
を
す
る

▼
１
日
３
食
き
ち
ん
と
取
り
、
生
活

リ
ズ
ム
を
整
え
る

▼
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
「
い
た

だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
の

あ
い
さ
つ
を
す
る

▼
家
族
・
友
人
と
楽
し
く
食
卓
を
囲

む■
食
育
に
つ
い
て
知
ろ
う

期
間
＝
６
月
１１
日
㈪
～
１９
日
㈫

場
所
＝
市
役
所
２
階
市
民
ロ
ビ
ー

内
容
＝
食
育
に
つ
い
て
の
展
示

【
問
合
せ
先
】

健
康
推
進
課
（
☎
６４
・
１
３
３
５
）

心
と
カ
ラ
ダ
と
食
の
茶
話
会

日
に
ち
＝
６
月
２１
日
㈭

時
間
＝
午
後
１
時
３０
分
～
２
時
３０
分

場
所
＝
草
内
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ

フ
ェ
・
ゆ
る
り
庵

内
容
＝
烏
骨
鶏
の
卵
を
使
っ
た
プ
リ

ン
を
食
べ
、
痛
み
や
こ
り
な
ど
の
不

調
を
改
善
す
る
た
め
の
ツ
ボ
を
学
び

ま
す

定
員
＝
先
着
１０
人

参
加
費
＝
１
千
円

申
込
方
法
＝
電
話
か
電
子
メ
ー
ル
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
＝
健

康

つ

ぼ

愛

好

会
（

☎

０
８
０
・
１
１
９
８
・
４
８
０
８
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
スtuboaikokai@

gmail.com

）

市
・
府
民
税
の

納
税
通
知
書
を
郵
送

市
は
、
６
月
中
旬
に
平
成
３０
年
度

市
・
府
民
税
納
税
通
知
書
を
郵
送
し

ま
す
。

市
・
府
民
税
は
、
１
月
１
日
現
在
居

住
す
る
市
区
町
村
で
、
前
年
の
所
得

に
基
づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。

市
外
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
や
、

現
住
所
と
１
月
１
日
現
在
の
住
所
が

異
な
る
人
な
ど
へ
は
、
納
税
通
知
書

の
送
付
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
市
・
府
民
税
が
給
与
か

ら
特
別
徴
収
（
差
し
引
き
）
さ
れ
る

人
は
、
勤
務
先
を
通
じ
て
税
額
決
定

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
税
務
課
（
☎
６４
・

１
３
１
７
）

平
成
３０
年
度

所
得
・
課
税
証
明
書

市
は
、
平
成
３０
年
度
所
得
証
明
書
・

課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

申
請
方
法
＝
本
人
確
認
書
類
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
本
人
や
同
一
世
帯

の
親
族
以
外
の
人
が
申
請
す
る
場
合

は
、
委
任
状
が
必
要
で
す

申
請
は
郵
送
で
も
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
せ
先
＝
税
務
課
（
☎

６４
・
１
３
１
７
）

市
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

固
定
資
産
・
都
市
計
画
税
、
市
・
府

民
税
（
普
通
徴
収
）、
軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
（
普
通
徴
収
）
は
、

口
座
振
替
で
納
付
で
き
ま
す
。
一
度

手
続
き
す
る
と
翌
年
度
以
降
も
継
続

さ
れ
、納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
す
。

取
扱
金
融
機
関
＝
京
都
銀
行
・
南
都

銀
行
・
京
都
信
用
金
庫
・
京
都
中
央

信
用
金
庫
・
京
都
や
ま
し
ろ
農
業
協

同
組
合
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

手
続
方
法
＝
振
替
を
希
望
す
る
月
の

前
月
ま
で
に
、
取
扱
金
融
機
関
へ
通

帳
・
届
出
印
・
納
税
通
知
書
か
納
付

書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

申
込
書
は
市
内
の
取
扱
金
融
機
関
に

あ
り
ま
す
。
市
外
に
あ
る
取
扱
金
融

機
関
で
手
続
き
す
る
人
に
は
、
申
込

書
を
郵
送
し
ま
す
。

納
税
通
知
書
・
納
付
書
が
な
い
場
合

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
▼
税
務
課
（
☎
６４
・

１
３
１
８
）
▼
国
保
医
療
課
（
☎

６４
・
１
３
３
２
）

口
座
振
替
の
申
し
込
み
は

市
役
所
窓
口
で
も

市
は
、
市
役
所
の
窓
口
で
も
市
税
な

ど
の
口
座
振
替
を
申
し
込
め
る
「
ペ

イ
ジ
ー
口
座
振
替
サ
ー
ビ
ス
」
を
始

め
ま
し
た
。
金
融
機
関
に
出
向
く
こ

と
な
く
、
印
鑑
不
要
で
申
し
込
み
で

き
ま
す
。

対
象
と
な
る
税
な
ど
＝
市
・
府
民
税

（
普
通
徴
収
）、
固
定
資
産
・
都
市
計

画
税
、
軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

対
象
金
融
機
関
＝
京
都
銀
行
・
南
都

銀
行
・
京
都
信
用
金
庫
・
京
都
中
央

信
用
金
庫
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

申
込
方
法
＝
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・

本
人
確
認
書
類
な
ど
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

申
込
・
問
合
せ
先
＝
▼
市
・
府
民

税
、
固
定
資
産
・
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
に
関
す
る
こ
と
…
税
務
課

（
☎
６４
・
１
３
１
８
）
▼
国
民
健
康
保

険
税
に
関
す
る
こ
と
…
国
保
医
療
課

（
☎
６４
・
１
３
３
２
）
▼
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
に
関
す
る
こ
と
…
国
保

医
療
課
（
☎
６４
・
１
３
７
４
）

納
税
が
困
難
な
人
は
相
談
を

市
は
、
税
金
の
納
付
方
法
な
ど
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

市
税
を
納
期
限
ま
で
に
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
は
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
▼
税
務
課
（
☎
６４
・

１
３
１
８
）
▼
国
保
医
療
課
（
☎

６４
・
１
３
３
２
）

６
月
３
～
９
日
は

危
険
物
安
全
週
間

６
月
３
日
㈰
～
９
日
㈯
は
危
険
物
安

全
週
間
で
す
。
期
間
中
、消
防
本
部
・

消
防
署
は
、
危
険
物
を
扱
う
施
設
で

の
合
同
訓
練
・
立
ち
入
り
検
査
を
行

い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

ガ
ソ
リ
ン
・
灯
油
・
油
性
塗
料
な
ど

は
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も

の
で
す
が
、
取
り
扱
い
を
誤
る
と
、

発
火
・
爆
発
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

危
険
物
は
高
温
に
な
る
場
所
に
置
か

な
い
な
ど
、
取
り
扱
い
に
は
十
分
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
＝
消
防
本
部
予
防
課
（
☎

６３
・
７
８
２
６
）

梅
雨
や
台
風
で
川
が
増
水
し
や
す

く
な
る
季
節
を
迎
え
ま
す
。

市
は
、
集
中
豪
雨
に
よ
る
洪
水
・

浸
水
害
・
土
砂
災
害
な
ど
が
発
生
す

る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
避
難
情
報

を
発
令
し
ま
す
。
避
難
情
報
は
災
害

の
危
険
度
に
応
じ
て
４
種
類
あ
り
ま

す
。
左
表
を
参
考
に
、
発
令
時
に
取

る
べ
き
行
動
を
家
族
で
確
認
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先
＝
安
心
ま
ち
づ
く
り
室

（
☎
６４
・
１
３
０
７
）

崖
地
な
ど
に
あ
る
住
宅
の

移
転
費
用
を
補
助

対
象
物
件
＝
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
建
築
時
に
は
適
法
に
建

て
ら
れ
た
住
宅

▼
府
条
例
で
建
築
を
制
限
し
て

い
る
区
域
（
２
ｍ
を
超
え
る
崖
の

下
端
か
上
端
か
ら
、
崖
の
高
さ
の

２
倍
未
満
の
区
域
）
に
あ
る
既
存

不
適
格
建
築
物
▼
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
内
に
あ
る
既
存
不
適
格

建
築
物
▼
特
定
行
政
庁
か
ら
是
正

勧
告
な
ど
を
受
け
た

対
象
工
事
＝
住
宅
の
除
却
（
取

り
壊
し
）
と
新
た
な
住
宅
の
建
築
・

購
入助

成
額
＝
▼
除
却
…
費
用
の
全

額
。上
限
は
８０
万
２
千
円
▼
建
築
・

購
入
…
費
用
の
融
資
に
か
か
る
利

息
相
当
額
。
上
限
は
４
１
５
万

円
（
１０
戸
未
満
の
急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
の
場
合
は
、
上
限

７
２
２
万
７
千
円
）

土
砂
災
害
対
策
の
た
め
の

改
修
工
事
費
を
補
助

対
象
物
件
＝
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
住
宅

▼
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内

に
あ
る
既
存
不
適
格
建
築
物
▼
居

室
が
あ
り
、
土
砂
災
害
に
対
す
る

構
造
上
の
安
全
性
が
な
い
▼
改
修

工
事
の
結
果
、
安
全
な
構
造
と
な

る
対
象
工
事
＝
外
壁
の
改
修
・
土

砂
を
遮
る
防
護
壁
の
設
置
な
ど

助
成
額
＝
工
事
費
の
２３
％
。
上

限
は
７５
万
９
千
円

■記載がないものは、申込不要・無料です

市は、崖崩れや土石流などの土砂災害から市民の生
命・財産を守るため、土砂災害の危険がある住宅など
の移転や対策工事に掛かる費用の一部を助成します。
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、問い合
わせてください。
申請・問合せ先＝開発指導課（☎ 64-1341）

今号は、玉露そばの和風サラダを紹介します。水菜・
油揚げ・ちりめんじゃこでカルシウムがたっぷり取れる
一品です。京田辺玉露を使ったそばは、シンプルにかけ
そば・もりそばでも玉露の風味を楽しめます。
なお、玉露そばは JAにこにこ市（三山木）で販売し
ているほか、8面のプレゼントクイズの応募者にも抽選
でプレゼントします。
問合せ先＝健康推進課（☎ 64-1335）

【作り方】
①そばは半分に折って袋の表
示時間どおりにゆで、流水で
洗って水気を切る。
②水菜は洗って食べやすい長
さに切る。
③油揚げはキッチンペーパー
で軽くおさえて油を抜く。フ
ライパンで軽く焦げ目が付く
まで焼き、冷めたら１cmの
短冊切りにする。

④ちりめんじゃこはフライパ
ンで空いりする。
⑤Ａを混ぜ合わせ、ドレッシ
ングを作る。
⑥❶❷❸をボールに入れ、ざ
っと合わせて器に盛る。
⑦❹❺を掛け、仕上げにもみ
のりを振る。
トッピングにミニトマトを飾
ると、彩りが良くなります。

保険料が決定

家族で避難情報の再確認を
こんなとき、どうする？

災害を未然に防ぎ、被害を最小限に食い
止めるためには日頃の備えが大切です。市
は、水害に備えて技術を磨き、地域防災力
を高めるための水防訓練を、梅雨入り前に
毎年行っています。
5月 13 日、飯岡地区の木津川河川敷で
行った同訓練には、消防団・消防本部・
各地区の自主防災会など約 250 人が参加。
土のう作りや水防工法などの訓練を通じ、
災害時の連携を確認しました。

地域防災力を高める
梅雨入り前に水防技術・連携を確認

土砂災害から
市民を守る

住宅の移転・工事費用を助成

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
は
、
府

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（www.pref.kyoto.

jp

）
で
確
認
で
き
ま
す
。

府後期高齢者医療広域連合
は、平成 30・31 年度の後期
高齢者医療制度の保険料率を
次のとおり決定しました。保
険料率は 2年ごとに見直すこ
とになっています。平成 30
年度の保険料額は、7月中旬
に郵送する決定通知書で確認
してください。
医療給付費は、9割を公費
や現役世代からの支援金で、
残りの 1割を加入者の保険料
で賄っています。
【保険料率】
均等割額＝ 47,890 円
所得割率＝ 9.39％

【年間保険料額】
年間保険料額（限度額 62
万円）は、均等割額（47,890
円）と所得割額（〈総所得金
額など－ 33 万円〉× 9.39％）
の合計額です。
【所得に応じた軽減措置】
世帯の所得に応じて、保険
料の均等割額が下表のとおり
軽減されます。なお、65 歳
以上で公的年金を受給してい
る人は、公的年金等に係る所
得金額からさらに 15 万円が
控除されます。
【問合せ先】
国保医療課（☎ 64-1374）
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